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研究成果の概要： 
 本研究は，アメリカ合衆国において医療が専門化する過程で，特に女性の身体が公的管理の

対象となっていく過程を解明するものである。優生思想が台頭した帝国主義時代，特に第一次

世界大戦期において，国家の将来を担う乳幼児の生命と健康の保護，及びそのための母体保護

は国家的問題となった。その過程で，技術の発達，人々の生命観・身体観・家族観・女性観の

変化，身体管理の方法が交錯する様相を描き出した。 
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研究分野：総合領域 
科研費の分科・細目：科学社会学・科学技術史 
キーワード：アメリカ，医療，専門化，女性，身体，産科学，優生学 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 近代国家は，「国民」の量と質を管理する
ため，「国民」の身体，セクシュアリティ，
再生産過程へ介入してきたが，その中心的役
割を果たしたのが医療専門家である。本研究
は，アメリカ合衆国において医療が専門化す
る過程で，女性の身体がどのような役割を果
たしたかを明らかにすることを課題として
いる。科学的知識と技術の発達，医療の専門
化，そして人々の生命観・身体観・家族観・

女性観の変容が交錯する様相を分析するこ
とにより，特に女性の身体が医療専門家や国
家の管理対象となっていく過程を描こうと
するものである。 
 19 世紀アメリカには様々な種類の治療者
が存在しており，患者に提供される医療も多
様であり，治療の専門家としての医師の社会
的地位は確立していなかった。そのため，19
世紀末から 20 世紀初頭にかけて，近代的医
療を掲げた医師達が，きちんと制度化された
医学校を卒業した者のみで医師という職業



を独占するために，医学教育の改革を行い，
厳格な免許制度を制定しようとした。 
 本研究では，このような医療の専門化の歴
史を様々な角度からたどることにより，19 世
紀末から 20 世紀初頭にかけてのアメリカの
様々なイデオロギー－専門主義，科学，ジェ
ンダー，家族，生命，身体，教育など－を解
明すると同時に，翻ってこれらが医療の専門
化に与えた影響を考察しようとしている。こ
れらの問題は，現代の生殖補助医療技術や遺
伝子操作をめぐる議論とも交錯するもので
あり，歴史研究であると同時に，現代にも重
要な示唆を与えてくれるものである。 
 
 
２．研究の目的 
 
(1)本研究は，第一に，19 世紀末以降専門分
化していった医療の中でも特に産科学に焦
点を当て，19 世紀末以降の産科学の専門化の
過程を明らかにすることを目的とする。20
世紀初頭までは，医療の専門分野の中で産科
学の地位は低かった。それは，出産がかつて
は「教育のない無知な」産婆によって立ち会
われていたこと，18 世紀半ば以降出産の立会
人として男性医師が産婆に取って代わって
いったが，一般医にとって助産は医療業務の
一部であったため，産科学が専門分野とみな
されなかったこと，そして産科学の患者は
「第二級市民」である女性のみであったこと，
などと関連していた。 
 そこで本研究では，20 世紀初頭以降，産科
学が医学界においても社会全体においても，
外科学その他の医療専門分野と同等の地位
と権威を獲得していく過程を，政治的・社会
的文脈に位置付けながら，19 世紀末から 20
世紀初頭のアメリカの生命観や身体観，家族
観，女性観などを解明すると共に，翻ってそ
れらが医療，特に産科学の専門化に与えた影
響を考察する。 
 
(2)第二に，20 世紀初頭のアメリカにおける
優生学の発達とその生殖管理に焦点を当て
る。アメリカの優生学運動は，理論と実践の
いずれの次元においても，20 世紀優生学が最
も普及した典型であったが，その変化の過程
とその意味は十分に解明されているとは言
えず，見解も必ずしも一致していない。優生
学運動の背景には，19 世紀末以降の移民の大
量流入や国内における様々な社会問題が存
在しており，その結果移民制限や社会的「不
適者」の生殖制限へと展開した。社会的「不
適者」には，犯罪者，身体的・知的障害者，
売春婦，アルコール中毒者，麻薬中毒者，遺
伝病・感染病患者など広範囲にわたる人々が
含まれ，生殖制限の方法としては，施設内隔
離や婚姻制限，断種が主たるものとして採用

された。しかし，遺伝学や精神医学の発達，
そしその時々の社会的状況の中で，優生学的
思考や運動は変容していった。 
 そこで本研究では，優生学的処遇の中でも
生殖制限に焦点を当て，20 世紀初頭アメリカ
における優生学的思考とその処遇の実態，そ
してその社会的意味を考察する。生殖管理の
対象者の社会的地位の変化と，生殖管理政策
における科学と専門家の役割を解明し，特に
妊娠・出産の当事者である女性の身体が管理
されることの意味を考察する。 
 
 
３．研究の方法 
 
(1)産科学の専門化に関しては，第一に，19
世紀末から 20世紀初頭のアメリカにおいて，
難産の際の手術介入が，開頭術（自然分娩が
不可能な際胎児の頭を尖頭し，内容物を除い
て空の頭蓋を押しつぶす手術）から帝王切開
へと変容したことが，産科学の専門化過程に
おいてどのような役割を果たしたのかを明
らかにする。 
 医療技術の発達は，人々の生命観・身体
観・家族観・女性観を変容させると同時に，
それらのイデオロギーが医療の在り方に大
きな影響を与えた。かつては，難産の際には
胎児の生命よりも母親の生命を優先させる
ことが一般的であった。しかしながら，医療
技術が発達して帝王切開などの外科手術の
安全性が高まり，母親と胎児の双方の生命を
救う可能性が高まるにつれて，どの手術方法
を採用するのか，誰がその決定権を持つのか，
といったような産室における支配権をめぐ
って議論が行われるようになった。産科医は，
出産を医学的に定義し直すことによって産
室における権威と支配権を獲得するに至る
が，その過程で胎児に焦点が当てられるよう
になり，女性の身体や生命をめぐるイデオロ
ギーも変化していった。 
 その変化の様相を，医学雑誌，特に産科学
の専門雑誌や，医学書（医師や医学生を対象
とする専門書と，一般大衆を対象とする啓蒙
書の両方を含む）において，開頭術や帝王切
開について医師によって行われていた具体
的な議論から読み解くことにより，当時の生
命や身体をめぐるイデオロギーが，産科学の
専門化過程においてどのような役割を果た
したのかを考察する。 
 第二に，産科学の専門化過程において教育
の改革が果たした役割を明らかにする。20
世紀初頭にアメリカの医学教育に関する調
査報告書が公表され，医学教育の中でも特に
産科学教育が非常に粗末で悲惨な状態にあ
ることが明らかになった。さらに妊産婦死亡
率に関する調査報告書が公表され，アメリカ
の妊産婦死亡率が他国のそれと比較して高



いという事実が明らかになると，医師達の間
で産科学教育の改革の必要性が叫ばれるよ
うになった。20 世紀初頭に行われた産科学教
育の改革をめぐる医師達の議論は，当時の産
科学が直面していた問題をよく表していた。 
 そこで，20 世紀初頭のアメリカの医学教育
に関する調査報告書，乳児死亡率や妊産婦死
亡率に関して全国及び各地で行われた多数
の調査報告書から，当時の医学教育の実態と
乳児及び妊産婦の健康状態を明らかにする
と同時に，医学雑誌における議事録や論文，
報告書を分析することにより，20 世紀初頭に
産科学が専門職としての地位と権威を獲得
するためにどのような教育を行おうとした
のか，そしてそこにはどのような医師達の生
命や身体をめぐるイデオロギーが反映され
ていたのかを考察する。 
 
(2) 優生学に関しては，アメリカにおける優
生学の発達と，犯罪者，身体的・知的障害，
売春婦などの社会的「不適者」に対する処遇
の実態を明らかにする。20世紀転換期に国家
が解決すべき社会問題として優生学的処置
の主対象となったのは，知的障害者であった。
そこでなぜ彼らが「不適者」と見なされるよ
うになったのか、どのようにして彼らの生殖
を制限しようとしたのかを明らかにする。 
 1870 年代から始まった家系研究によって、
犯罪、非行、売春、貧困、疾病等の社会問題
が家系線に沿って発生していることが明ら
かにされた。また統計学の発達により、国勢
調査などで知的障害者の割合が社会におい
て急速に増加していることが示された。さら
に 20 世紀初頭における知能検査の導入が、
知的障害者を効率的に「発見」することを可
能にした。彼らの生殖制限の方法としては，
隔離，婚姻制限，断種が採用された。 
 そこで，1870 年代以降各地で行われた家系
調査の報告書から，19 世紀末に人々の知的障
害者や犯罪者に対する見方が変容した過程
を明らかにする。知的障害者などの問題に関
連する様々な会議の議事録や学会誌から，専
門家の間で知的障害者などに対する見方が
どのように変容し，その処遇に関してどのよ
うな議論が行われたかを，科学的知識と技術
の発達と関連付けて分析する。優生学の思想
的発展と変容の過程を，優生学関連の著書や
学会誌などから明らかにする。国際学会にも
目を向けて，他国の優生学との比較及び関連
も考察する。20 世紀初頭に行われた知能検査
の分析結果から，どのようにして社会的「不
適者」が選別され，彼らの処遇についてどの
ような議論が行われたかを明らかにする。 
 以上の作業を通して，19 世紀末から 20 世
紀初頭にかけてのアメリカにおける科学の
発達，専門家の役割，身体観や生命観の変容
の様相を明らかにし，生殖が管理の対象とな

る過程の分析を通して，彼らがどのような社
会を目指していたのかを考察する。 
 
 
４．研究成果 
 
(1)第一に，難産の際の手術介入方法が，開
頭術から帝王切開へと変容する過程を分析
することにより，医療技術の発達に伴って産
室における出産方法の決定権が，産婦と出産
に立ち会っていた親戚・友人・近隣の女性達
から医師に移行していく様相と，胎児が人間
として医学的治療の対象となっていく様相
を明らかにした。 
 第二に，産科学教育の改革をめぐる医師達
の議論や報告書から，20 世紀初頭アメリカで
教育が産科学を高度な専門職として専門医
を養成するための制度として整えられてい
った過程のその意味を明らかにした。20世紀
初頭には，産科専門医と，広範囲にわたる医
療業務の一部として出産を取り扱う一般医
との間に，はっきとした境界線はなかった。
産科学教育をめぐる議論は，実際には一般医
をどうするのか，すなわち彼らを専門家とし
て内包するのかそれとも排除するのかとい
う議論であった。そして最終的には，一般医
と専門医を差異化し，産科学を高度な専門職
として専門医を養成する方向に向かい，妊産
婦は患者として身体の自己決定権から排除
されていったことを明らかにした。 
 
(2)優生学的措置としての断種法に焦点を当
て，19 世紀末から 20 世紀初頭のアメリカに
おける優生学の発展と普及，優生学的処遇の
対象者の社会的地位と処遇方法の変化，科学
と専門家の役割について考察した。20 世紀初
頭には知的障害者が社会的「不適者」の主対
象とされ，その減少・消滅策として断種を主
とする生殖防止論が提起されるに至った。断
種に対する支持が広まったのは，男性に対し
ては去勢よりも安全で簡便で安価で友好的
な精管切除術が適用され，それが身体的損
傷・性的能力や性徴の喪失を伴うことなく，
婚姻を含めて一般社会で自由な生活を享受
することができるので，法的・道義的問題が
相対的に少なかったからである。 
 しかし，断種手術は男性のみに対して行わ
れたわけではなく，女性に対する断種手術の
方が危険であったにも関わらず，女性の数多
く断種された。また州によって男女比の差異
がかなり存在したので，その意味に関しては
今後もっと詳細に検討する必要があること
を示唆し，それについては今後の研究課題と
した。 
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